
 

健康保険証を提示できなかった場合の 
子ども医療助成費の請求について 

 
 

 
急病など緊急その他やむを得ない理由で医療機関に健康保険証を提示できなかったとき、

または出生等で健康保険に加入する前に医療機関で受診したときなどで、医療機関の窓口で

医療費の全額（１０割）を支払った場合は、健康保険に申請すると保険で認められた部分に

ついて保険の基準額の８割（乳幼児）または７割（小中学生）が療養費として支給されます。 

 

上記のような場合は、まず加入している健康保険で手続きをとり、療養費の支給を受け

てください。療養費の支給決定後に、保険で認められた部分についての差額分を子ども医

療費として助成します。 

 

☆ 療養費支給の手続きについては、加入している健康保険やお勤め先の担当者に 

おたずねください。 

 
 

★ 子ども医療助成費の請求は ★ 
 

療養費の支給が決定しましたら、下記の書類をそろえて足立区に請求してください。 
 

① 子ども医療助成費支給申請書 
② 領収書原本 （ 療養費の請求で原本を提出してしまった場合のみ、コピー可 ） 
③ 療養費の支給決定通知書の原本 

（健康保険組合・協会けんぽ・足立区国民健康保険課から発行されたもの 
・共済組合加入の方は医療給付金等決定兼支払通知書 ） 

 
 
 
※ 提出書類は足立区役所親子支援課、足立福祉事務所の各福祉課の窓口へ持参するか、

郵送で親子支援課にお送りください。 

 

 

〔問い合わせ・郵送先〕 〒120－8510 足立区中央本町１－１７－１ 
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